
 

引き上げ分に係る地方消費税交付金の使途 

 

 

 地方税法第 72 条の 116 の規定により、社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する  

施策に充てるものとされた引き上げ分の地方消費税交付金は、法令等で定められた制度

にかかる市負担分に充当しています。 

 

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 3,634,260千円 

 

【歳出】 社会保障施策に要する経費   

 （単位：千円）

 児童福祉

待機児童の解消・保育所の運営の
ために

 生活保護

生活保護の実施・受給者の自立支
援のために

 障害者福祉

障害者の自立支援・地域生活支援
のために

 高齢者福祉

養護を必要とする高齢者のために

 母子福祉

母子世帯の自立支援のために

 後期高齢者医療負担金・繰出金

後期高齢者医療の給付・低所得者
に対する保険料軽減のために

 介護保険事業繰出金

介護保険サービスのために

 国民健康保険事業繰出金

出産育児一時金の給付・低所得者
に対する保険料軽減のために

 疾病予防対策

感染症対策や難病などの助成のため
に

41,502,592 26,418,192 15,084,400 3,634,260

3,211,482

合　　　　　計

保健衛生 170,864 130,817 40,047

社会保険 237,787 2,973,695 716,448

578,713 3,512,531

2,09639,780

9,648

2,051,098 1,259,980 791,118 190,603

4,091,244

516,258

280,523

31,081 8,699

846,268

事　　業　　内　　容 事　業　費
国県支出金

など
一般財源

(市負担分)

うち引き上げ分
に 係 る 地 方
消費税交付金

2,135,520 514,507

社会福祉

14,799,305 11,599,825 3,199,480 770,846

8,416,972 6,281,452

0

8,441,324 6,298,537 2,142,787

280,523 67,586


